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第１章 総 則 

   

（名 称） 

第 1 条 この法人は、財団法人堺市都市整備公社（以下「公社」という。）とい

う。 

 

（事務所） 

第 2 条 公社は、事務所を大阪府堺市堺区中瓦町２丁３番２４号に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目 的） 

第 3 条 公社は、堺市における各地域の個性に応じたまちづくりに関する諸事

業を推進することにより、都市環境の整備改善、都市機能の向上及び都市の

魅力創出に努め、堺市の発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第 4 条 公社は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図る事業を実施するための企 

画調査業務 

（２）都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図る事業に関する市民意識の 

啓発及び広報活動業務 

（３）都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図る事業を促進するため、用 

地の取得、整備、管理及び処分に関すること 

（ただし、堺市土地開発公社の業務に係るものを除く。） 

（４）都市環境の整備改善及び都市機能の向上を図るために必要な施設の取得、 

建設、管理及び処分に関すること 

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 資産及び会計 

    

（資産の構成） 

第 5 条 公社の資産は、次のとおりとする。 

（１）設立当初の財産目録に記載された財産 

（２）寄附金品 

（３）資産から生ずる収入 

（４）事業に伴う収入 

（５）その他の収入 

 

（資産の種別） 

第 6 条 資産は、基本財産及び運用財産とする。 

２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 
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（１）設立当初の財産目録のうち基本財産の部に記載された財産 

（２）基本財産として指定して寄附された財産 

（３）理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産 

３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 

 

（資産の管理） 

第７条 公社の資産は、理事会の定める方法により理事長が管理する。 

２ 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、

又は国債、公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 

３ 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、

やむを得ない理由があるときは、理事会において理事の４分の３以上の同意

を得、かつ、大阪府知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若

しくは一部を担保に供することができる。 

 

（経費の支弁） 

第８条 公社の経費は、運用財産を持って支弁する。 

 

（事業計画及び予算） 

第 9 条 公社の事業計画及び予算は、年度開始前に理事会の議決を得なければ

ならない。 

 

（事業状況報告及び決算） 

第 10 条 理事長は、公社の事業状況報告及び決算を、年度終了後 3 ヶ月以内に

その年度末の財産目録とともに監事の監査を得て、理事会の承認を得なけれ

ばならない。 

 

（会計年度） 

第 11 条 公社の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる

ものとする。 

 

（剰余金の処分） 

第 12 条 会計年度末に生じた剰余金は、理事会の議決を得て翌年度の収入又は

基本財産に繰り入れるものとする。 

 

第４章 役 員 

 

（役 員） 

第 13 条 公社に、次の役員を置く。 
（１）理事 １０名以上２０名以内 

（２）監事 ２名以内 

２ 理事のうちから、理事長１名を置き、副理事長、専務理事及び常務理事そ

れぞれ若干名を置くことができる。 
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（役員の選任） 

第 14 条 理事長は、理事の互選とする。 

２ 理事及び監事は、理事会において選任する。 

３ 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事のうちから理事長が選任する。 

４ 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 

 

（役員の任期） 

第 15 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期

間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおそ

の職務を行う。 

 

（役員の職務） 

第 16 条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、

あらかじめ理事長が指名した順序で職務を代行する。 

３ 専務理事は、業務を統轄する。 

４ 常務理事は、日常の業務を処理する。 

５ 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 

６ 監事は、次の職務を行う。 

（１）公社の財産の状況を監査すること。 

（２）理事の業務の執行の状況を監査すること。 

（３）財産の状況又は業務の執行について、法令若しくはこの寄附行為に違反

し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、理事会又は主務官庁に

報告をすること。 

（４）前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。 

 

（役員の解任） 

第 17 条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数

の３分の２以上の議決により、これを解任することができる。 

（１）心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認めら 

れるとき。 

 

第５章 理事会 

 

（構 成） 

第 18 条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権 能） 
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第 19 条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の運営に

関する重要な事項を決議する。 

（開 催） 

第 20 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）理事総数の３分の１以上の理事から会議の目的を記載した書面によって 

開催の請求があったとき。 

（３）監事が、第１６条第６項の職務を行うため必要と認めたとき。 

 

（招 集） 

第 21 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第 3 号の場合は監事が招

集する。 

２ 理事長は、前条第２号の規定による請求があったときは、すみやかに招集

しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し

た書面をもって、少なくとも７日前までに通知しなければならない。 

 

（議 長） 

第 22 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

 

（定足数） 

第 23 条 理事会は、理事総数の３分の２以上の出席がなければ、開会すること

ができない。 

 

（議 決） 

第 24 条 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席理事の

過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（書面表決等） 

第 25 条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ

通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人とし

て表決を委任することができる。この場合において、前２条の規定の適用に

ついては、その理事は出席したものとみなす。 

２ 理事長は、緊急を要する事項又は簡易な事項については、書面により各理

事の賛否を求めて、理事会の議決に代えることができる。 

 

（議事録） 

第 26 号 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これ

を保存しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）理事総数 

（３）出席した理事の数及び氏名（書面表決者及び表決委任者についてはその 
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旨を付記すること。） 

（４）議決事項 

（５）議事の経過の概要及びその結果 

（６）議事録署名人の選任に関する件 

２ 議事録には、その会議において出席理事のなかから選任された議事録署名

人２人以上が、議長とともに署名押印をしなければならない。 

 

（監事の出席） 

第 27 条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 

 

 

第６章 事務局 

 

（事務局及び職員） 

第 28 条 公社の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 

４ 事務局長は、理事長の命を受け、その他の職員は上司の指揮を受け、公社

の事務に従事する。 

 

第 7 章 寄附行為の変更及び解散 

 

（寄附行為の変更） 

第 29 条 この寄附行為は、理事会で理事の３分の２以上の同意を得、大阪府知

事の認可を受けなければ変更することができない。 

 

（解 散） 

第 30 条 公社は、次に掲げる事由のほか、理事会で理事の４分の３以上の同意

を得、大阪府知事の許可を受けなければ解散することはできない。 

（１）公社の目的である事業の成功又はその成功の不能 

（２）破産手続開始の決定 

（３）設立の許可の取消し 

 

（残余財産の帰属） 

第 31 条 解散後の残余財産は、理事会の議決を経、大阪府知事の許可を得て堺

市又は、この法人と類似の目的を持つ公益法人に寄附するものとする。 

 

第 8 章 補 則 

 

（委員会） 

第32条 公社は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。 

２ 委員会は、その目的とする事項について調査及び研究し、又は審議する。 
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３ その他委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事

会の議決を得て別に定める。 

 

 

（細 則） 

第 33 条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て理事

長が別に定める。 

 

 

附 則 

 

（昭和６１年８月１日設立許可） 

１ この寄附行為は、法人の設立許可のあった日から施行する。 

２ この法人の設立当初の役員は、第１４条第２項の規定にかかわらず、別紙

役員名簿のとおりとし、その任期は、第１５条第 1 項の規定にかかわらず、

昭和６３年３月３１日までとする。             （別紙省略） 

３ この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第９条の規定にかかわ

らず、設立者の定めるところによる。 

４ この法人の設立当初の会計年度は、第１１条の規定にかかわらず、設立許

可のあった日から昭和６２年３月３１日までとする。 

 

 

附 則 

 

（昭和６３年３月１４日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成３年６月２４日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成１２年１月５日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成１２年３月３１日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成１６年６月２５日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成１６年１０月１２日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成１８年４月３日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成２０年７月９日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 

（平成２１年３月１１日認可） 

この寄附行為の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。 



平成２３年８月１１日現在

№ 役　　職 氏　　名 現　　　                           　　職

1 理 事 長 正木　博明 常　勤

2 副 理 事 長 堀畑　好秀 堺商工会議所　副会頭

3 常 務 理 事 山野　信次 常　勤

4 常 務 理 事 山本　清孝 常　勤

5 理 事 田中　啓介
独立行政法人都市再生機構　西日本支社　都市再生業務部　担当部
長

6 〃 長谷川　泰吉 社団法人堺高石青年会議所　副理事長

7 〃 染川　和彦 西日本電信電話株式会社　大阪南支店　法人営業部長

8 〃 松村　孝夫 関西電力株式会社　執行役員　大阪南支店長

9 〃 本多　文雄 大阪ガス株式会社　ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部　大阪ｴﾈﾙｷﾞｰ営業部長

10 〃  金原　克也 南海電気鉄道株式会社　取締役　不動産営業本部長

11 〃 五十嵐　幸司 住友信託銀行株式会社　堺支店長

12 〃 米澤　博隆 堺市産業振興局長

13 〃 荻田　俊昭 堺市建築都市局長

1 監 事 森井　　　信 森井事務所長　公認会計士　税理士

2 〃 宮尾　半弥 堺市　建築都市局　都市計画部　都市政策課長

財団法人　堺市都市整備公社　役員名簿











平成１６年４月には中心市街地整備推進機構の指定を受け、同年６月に博愛ビルを取

得するとともに、中心市街地活性化関連事業として平成１９年１１月に発足した「堺市

中心市街地活性化協議会」事務局を堺商工会議所と共同で設置しました。 

また、平成１９年３月企画委員会における公社将来ビジョンの提言を受け、実現可能

な事業として平成２１年度よりまちづくり活動支援事業を創設し、初動期のまちづくり

活動を行う団体に助成しています。 

また、駐車場・博愛ビル管理運営業務等の収益事業も引き続き実施しています。 

このような中、平成２２年８月に堺市で、実施されました「みんなの審査会」では、

啓発事業の見直しの意見が出され、また、平成２３年２月に発表された堺市の「外郭団

体の見直し方針」におきましては、公益法人制度改革への対応として公益法人への移行

並びに堺市住宅供給公社との統合が記載されております。今後、当公社としましても、

堺市等の関係機関と協議しつつ、公益法人への移行や住宅供給公社との統合を前提とし

た事業の見直し等を検討してまいります。 

  

平成２２年度実施の事業は次のとおりです。 

１．啓発事業 

    まちづくりの主体である市民一人ひとりが、住みよい地域づくりへの意欲や行動

力を持ち、活発にまちづくり活動に参加してもらう契機として、「シンポジウム」や

「さかいまちづくり塾」などを実施するとともに、機関誌の発行やホームページに

よる公社情報の提供などを行いました。 

 

（１）まちづくりシンポジウムの開催 

開催日時：平成２３年１月９日（日）１４時００分～１６時３０分 

開催場所：堺市民会館小ホール 

参加者数：１９０名 

メインテーマ：「できない」を「できる」にかえる 

        地域を知り、地域を愛す！次世代につなぐ人づくり・まちづくり 

 

内    容：内閣府地域活性化伝道師で、農林水産省大臣官房政策課企画官(講演当

時)・木村俊昭氏をお招きし、地域活性化について指導・講演会等で全国

を飛び回っておられる経験から、全国の地域活性化事例を中心に、まちづ

くりの汗かき人をご紹介いただき、まちづくりとは何か、そのために市

民・事業者・行政はどのような役割を果たしていくべきかをご講演いただ

きました。 

       また、活動報告では、堺市内でまちづくり活動に積極的に取り組む「仁

徳陵をまもりたい」、「精華高等学校」の関係者から活動事例をご紹介いた

だきました。 



 

基調講演：テーマ 「できないをできるに変えるまちづくり 

～全国のまちづくりの汗かき人から学ぶ～」 

      講 師 農林水産省大臣官房政策課企画官 木村 俊昭 氏 

 

活動報告：報告① 

     テーマ 「仁徳陵古墳を次世代に継承していくために」 

報告者 仁徳陵をまもり隊 事務局長 草野 利夫 氏 

        報告② 

          テーマ 「天濃池ビオトープの保全活動から学んだ堺のまちづくり」 

          報告者 精華高等学校（環境福祉コース生） 

 

（２）さかいまちづくり塾－まちづくりの汗かき人に聞く－」の開催 

内    容：堺のまちを住みやすく、魅力あるまちにしようと頑張っている方々の活 

      動に学び、私たちが参加できるまちづくりや市民協働で進めるまちづく

りについて考えました。講師には、堺市内において、まちづくり活動に

積極的に取り組む「まちづくりの汗かき人」をお招きしました。 

  【第１回講座】 

開催日時：平成２２年１０月３０日（土）１３時００分～１５時００分 

  開催場所：堺市都市整備公社４階会議室 

  参加者数：１５名 

    テ ー マ：「はじめたまちづくりその先は…危機感から市民協働へ」 

    講  師：ＮＰＯ法人 すまいるセンター代表理事 

         泉北ニュータウン学会 事務局長 西上 孔雄 氏 

  【第２回講座】 

開催日時：平成２２年１１月１３日（土）１８時００分～２０時００分 

  開催場所：堺市都市整備公社４階会議室 

  参加者数：１７名 

    テ ー マ：「とことん堺の魅力を掘り起こす～好きなことからやってみよう～」 

    講  師：市民活動団体「堺なんや衆」理事長 岡田 明寛 氏 

  【現場で学ぶ！編】（講座と体験ワークショップ） 

開催日時：平成２２年１１月２７日（土） 

  開催場所：登録文化財 兒山家（堺市中区） 

  参加者数：１２名 

 

   《講  義》 

    テ ー マ：「兒山家と自然環境を生かしたまちづくり」 



    講  師：兒山 万珠代 氏 

   《ワークショップ》 

    土壁体験ワークショップ：協力者 ナヤ・ミュージアム 

    農業体験ワークショップ：協力者 「楽畑」 

 

（３）機関誌「ＦＲＥＳＨＥＮ」（第２８号）の発行 

趣  旨:  市民・企業・行政、その他まちづくり関係者等のまちづくり意識を高め、

まちづくり事業・活動参加へのきっかけづくりを行うため、まちづくり

の情報提供、並びに公社事業の広報活動および事業報告等を掲載した機

関誌「ＦＲＥＳＨＥＮ（フレッシェン）」の発行を行いました。 

形  式：Ａ４版・２８ページ 

内  容：まちづくり情報と平成２２年度事業報告書 

・まちづくり啓発事業 

       ・報告 

       ・まちの話題 など 

発行部数: １，５００部 

配 布 先: 公社役員、企画委員会委員、まちづくり事業関係者、 

     堺市議会議員、市役所職員（回覧）、外郭団体など、 

      市役所・区役所の市政情報コーナーなどに配架 

 

（４）ホームページの公開 

   平成１４年度よりホームページにて、公社情報を提供しています。 

 

（５）「堺のチンチン電車を愛する会」事務局 

平成１５年１２月の設立以降、「堺のチンチン電車を愛する会」事務局を担ってまいり

ました。平成２２年度は、会員募集活動はもとより、７月１２日に、堺市長、堺市議会

議長、南海電気鉄道株式会社、阪堺電気軌道株式会社に対して、「阪堺線存続について」

という要望書を提出しました。その後、役員の皆様の協力を得まして阪堺線存続に向け

ての要望書を各種団体・企業にお願いし、８月２５日に５６団体、１１５社及び１２２

件の個人・商店の皆様の賛同を得て、上記４者に提出しました。 

１０月２０日、堺市と㈱阪堺電気軌道との間で、存続に向けての基本合意書が締結さ

れました。 

なお、平成２３年度に向けて事務局の堺市移管の準備作業を行いました。 

 

会員数：７３６人（平成２３年３月末現在） 

    口 数：９１９口 
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